
（就労継続支援Ｂ型）

　※　水色のセルのみ入力してください。

350  円

300  円

 円

 円

 円

 人

前年度の毎月の工賃支払対象者延べ人数及び工賃支払総額

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 （Ａ）

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 2,880,000 （Ｂ）

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 （C）

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200 （D）

←（B)÷（A）（小数点以下第1位四捨五入：自動計算）

←（B)÷（C）（小数点以下第1位四捨五入：自動計算）

←（B)÷（D）（小数点以下第1位四捨五入：自動計算）

←前年度の算定シートから転記（※前々年度の運営実績がない場合は「-」を入力）

←前年度の算定シートから転記（※前々年度の運営実績がない場合は「-」を入力）

H27年度 H28年度 H29年度

300 300 350 　目標工賃達成加算（Ⅰ） 非該当 　工賃加算Ⅰ 非該当

　目標工賃達成加算（Ⅱ）　 非該当 　工賃加算Ⅱ　 非該当

　目標工賃達成加算（Ⅲ）　 非該当 　工賃加算Ⅲ　 【該当】

市単独　工賃加算要件の該当/非該当各年度の目標工賃額 加算要件の該当/非該当

 前々年度の平均工賃（円）／月 14000

 前年度の時給換算後の平均工賃（円）／時間 150
上記平均工賃額
(上位25%の事業所及び下位25%の事業所
を除く）

10,652

 前々年度の時給換算後の平均工賃（円）／時間 175

前年度当初（前年度4月）の施設種別 就労継続支援B型

 前年度の日給換算後の平均工賃（円）／日 600
前年度当初の施設種別
の平均工賃額（月額）

13,667

 前年度の平均工賃〈円）／月 12,000

延べ勤務時間数
（勤務時間合計）

工賃支払総額（円）（Ｂ） 年間の総勤務時間数（C)

240 2,880,000 19,200

年間の工賃支払対象者延べ人数（Ａ）

1

工賃支払対象者数

工賃支払総額（円）

延べ勤務日数
（勤務日数合計）

　　　工賃向上計画を作成し、実施している 1

　　　地域の最低賃金

時給

930

　　　地域の最低賃金の１／３（小数点以下四捨五入） 310

　　　地域の最低賃金の１／２（小数点以下四捨五入） 465

　　　前年度において既にB型の指定を受けていたか

　　　事業所の定員 20

　　　工賃向上計画へ積極的に参加している

　　　前々年度において既にB型の指定を受けていたか

 　　 前年度の4月における施設種別 就労継続支援B型

　　　就労継続支援B型の指定を受ける前の施設種別 2

　　　今年度の目標工賃額（☆） 0

　　　前年度に設定した目標工賃額 3

工賃加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）算定シート【平成29年度版】

　　　事業所番号 1410000000

　　　就労継続支援B型の指定年月日 平成26年10月1日

　　　法人名称 社会福祉法人○○会

　　　事業所名称 ○○事業所 ※ 施設種別…就労継続支援Ｂ型の指定を受ける前、旧法授産施設、旧法更生施設だった場合は、旧法施設に「○」を記入

してください。旧法施設以外の場合（地域活動支援センター、小規模作業所、小規模通所授産施設、法人独自事業、その他）

は、その他・新規に「○」を記入してください。

※ 工賃の範囲は、工賃、賃金、給与、手当、賞与、その他の名称を問わず、事業者等が利用者に支払うすべてのものをす

べて含みます。ただし、交通費等の手当等が現物支給されている場合において、工賃に含むことが適当でない場合は除外し

てください。

※ 平均工賃（賃金）の算定方法（平均工賃（賃金）月額にて、次のとおり算定してください。

① 前年度各月の工賃（賃金）支払対象者延べ人数を算出する。・・・（A)

② 前年度に支払った工賃（賃金）総額を算出する。・・・（B)

※ 算定における留意事項

① 月の途中からの利用開始者及び利用終了者に係る当該月の工賃（賃金）は、算定から除外して差し支えありません。

② 暫定支給決定利用者は、利用者に含めません。

③ 毎月の作業実績により工賃額が変動する出来高払いである場合は、その額を「月給」とし、当該月に支払われた工賃支

払総額とします。

※上記に記載された数値は、県の工賃向上計画の策定に使用します。

（Ⅲ）は施設別平均工賃額の発出時期（９月頃）に改めて算定の可否を

判断する。

月給 日給 時給

月給 日給 時給

旧法施設 その他・新規

はい いいえ

はい いいえ

受けていた 受けていない

月給 日給 時給

受けていた 受けていない


